
平成２９年度 

海老名市消防運営審議会 

日 時 平成２９年 1２月２０日（水） 

                   午後２時から 

場 所 海老名市消防本部会議室 

海老名市消防本部 



平成 29年度 海老名市消防運営審議会次第 

期 日：平成 29 年 12 月 20 日（水） 

時 間：午後２時から 

場 所：消防本部会議室 

１ 開 会 

２ 消防長あいさつ 

３ 自己紹介 

４ 役員選出 

５ 会長あいさつ 

６ 平成 29 年度主要事業計画及び進捗状況について 

(1) 消防総務課 

ア 消防本部の組織変更について (P１「消防本部組織図」参照) 

イ 消防本部庁舎の劣化度調査を実施について(P２) 

ウ （仮称）消防署西分署の整備計画について(P３) 

エ 学生消防団認証制度導入について(P４) 

オ 消防ポンプ自動車（第８分団）更新について(P５) 

(2)警防課 

ア 「応急手当の普及啓発」と「自動体外式除細動器（AED）の有効活用」

の取り組みについて (P６～８) 

イ 車両更新について (P９～P11) 

(3) 予防課 

ア 予防課主要事業について (P12) 

イ 海老名市火災予防条例等の一部改正について (P13) 

(4) 消防署警備課 

ア 災害出動件数について(P14) 

(5)その他 

７ 閉 会 



 消防本部の組織変更について

消防総務課

指揮隊

第１警備

第１消防係
第２消防係
救助係
第１救急係
第２救急係

消防長 次長

消防署

(署長)

警防課

予防課

第２警備

北分署

本署

南分署

今里出張所

北分署救急係
北分署消防

南分署消防係
南分署救急係

消防団長－副団長－

市長

庶務係

地域消防係

警防係

救急救命係

審査係

査察係

第１分団(国分北・国分南・望地・中央１～２丁目)
第２分団(大谷・大谷北・大谷南・国分寺台・勝瀬・浜田町)
第３分団(中新田・中新田１～５丁目)
第４分団(河原口・河原口１～５丁目・中央３丁目・さつき町)
第５分団(扇町・上郷・上郷１～４丁目・めぐみ町)
第６分団(下今泉・下今泉１～５丁目・泉１～２丁目)
第７分団(上今泉・上今泉１～６丁目)
第８分団(柏ヶ谷・東柏ヶ谷１～６丁目)
第９分団(中河内) ※休止中
第10分団(杉久保・杉久保北・杉久保南・上河内)
第11分団(今里・今里１～３丁目)
第12分団(社家)
第13分団(中野・中野１～３丁目)
第14分団(門沢橋・門沢橋１～６丁目)
第15分団(本郷)

消防指令センター

【消防本部組織図】
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消防総務課























・予防課主要事業について

事 業 名 平成 29年度の主な事業 活 動 状 況

女性防火推進員育成

事業

59名

第６期女性防火推進員

全体会議

平成 28年度事業報告
平成 29年度事業計画   48名

普通救命講習Ⅰ 心肺蘇生法及び AED取扱方法
44名

研修視察 東京臨海広域防災公園  31名
防火・防災座談会 避難所運営訓練

（消防防災科学センターから講師

を招き訓練実施）    44名
えびな安全

・安心フェスティバル

住宅用警報器パンフレット配布及

び防火防災啓発品配布  ３名

自主防災訓練

避難所開設訓練

各自治会の自主防災訓練 19名
避難所開設時の炊き出し 15名

秋季火災予防運動 主要４駅での火災予防啓発活動

 44名
消防出初式 入場行進・住警器の啓発等

名

春季火災予防運動 主要４駅での火災予防啓発活動

火災予防活動事業 屋内消火栓指導会 市内屋内消火栓設備保有施設

59名
防火ポスター展 市内小・中学生から応募

小学生 690・中学生 31  721点
少年消防クラブ活動

事業（活動は月１回）

クラブ入会式 市長よりクラブ員証・手帳交付

 41名
クラブ員 39名 海老名市消防操法大会 エキシビジョン（軽可搬ポンプ操

法・横断幕） 33名
指導員  ５名 課外活動（宿泊体験） １泊２日 消防本部庁舎に宿泊

各種訓練・夕食作り   40名
秋季火災予防運動 海老名駅で火災予防啓発

  20名
消防出初式 消防団との合同演技

           名
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予　防　課
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災害出動件数について

災害件数　（29年）
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 計 前年比

火災 5 3 5 4 2 1 4 4 2 1 31 +９

救助 12 2 4 3 3 6 7 5 5 4 51 ＋７

救急 606 518 540 538 581 543 621 621 505 579 5,652 -124

東名高速道路・圏央道出動件数　（29年）
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 計 前年比

火災 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 ＋１

救助 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 5 -2

救急 12 6 13 8 14 11 18 26 10 11 129 +10

計 13 6 13 8 15 11 18 29 13 11 137

救急種別件数　（29年）
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 計 割合

急病 417 325 365 342 367 338 402 414 338 366 3,674 65.00%

交通 53 49 45 41 54 54 59 52 43 37 487 8.62%

一般 71 89 73 97 82 76 87 74 66 101 816 14.44%

その他 65 55 57 58 78 75 73 81 58 75 675 11.94%

計 606 518 540 538 581 543 621 621 505 579 5,652

救急程度別搬送人員　（29年）
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 計 割合

軽症 292 249 241 196 262 197 268 276 216 221 2,418 45.52%

中等症 233 201 236 286 246 267 275 279 217 264 2,504 47.14%

重症 46 25 24 29 30 40 32 33 37 33 329 6.19%

死亡 4 10 13 3 6 5 4 2 5 9 61 1.15%

計 575 485 514 514 544 509 579 590 475 527 5,312

ドクターヘリ使用状況　（29年）
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 計

ドクターヘリ 1 1 1 3

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 計

座間市応援 48 39 25 11 18 19 20 18 17 16 231

座間市受援 20 14 16 15 15 15 21 19 13 20 168

綾瀬市応援 17 25 24 18 22 12 37 17 19 25 216

綾瀬市受援 33 31 19 18 14 21 22 25 13 11 207

海老名市、座間市及び綾瀬市救急業務相互応援協定に基づく応援受援状況（29年）（単位：件）

（単位：件）

（単位：件）

（単位：件）

（単位：人）

（単位：件）
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消防署警備課



海老名市消防運営審議会条例  

                         昭和 49 年 10 月４日  

                         条例第 33 号  

   （設置） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 138 条の４第３項

の規定に基づき、海老名市消防運営審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事務）  

第２条 審議会は、市長の諮問に応じて消防行政の運営に関する重要事項を調査

及び審議する。  

（組織）  

第３条 審議会は、委員８人で組織する。  

２ 委員は、知識経験のある者のうちから市長が委嘱する。  

（委員の任期）  

第４条 委員の任期は、２年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。  

（会長及び副会長）  

第５条 審議会に会長及び副会長１人を置く。  

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。  

３ 会長は、委員会を代表し会務を総理する。  

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。  

（会議）  

第６条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。  

２ 審議会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことがで

きない。  

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。  

（委任）  

第７条 この条例で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長

が審議会に諮って定める。  

  附 則  

この条例は、公布の日から施行する。  
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